
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用までの流れ 

新しい利用者の区分 

平成２８年３月からサービス利用者の区分が要介護 1～5、要支援 1・2 に加えて、「事業対象者」が増
えました。事業対象者とは基本チェックリスト（25項目）に該当し、地域包括支援センター等で介護予防・
生活支援サービス事業を利用する必要があると判断された方が対象となります。利用する場合には地域包
括支援センター等で介護予防ケアマネジメントを行います。 
 なお、事業対象者の方で介護サービスの必要性が生じた場合は要支援・要介護申請をして介護認定を受
けることが出来ます。 
 

介護予防・日常生活支援総合事業 

★通所型サービス 
 ●平成 28年 3月～ 
  介護予防通所介護相当サービス 
   通所介護施設で基本的サービス生活行為向上のための支援、目標に合わせた選択的サー

ビス（運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上等）が利用できます。 
   ※従来予防給付として提供されていた全国一律の介護予防通所介護が今までのサービス内容はそ

のままで町の事業として実施するようになりました。 

 

 （サービス費用の目安） 16,914～34,681円（月額） 

介護予防・生活支援サービス事業    ※自己負担はサービス費用の目安の 1 割～2 割になります 

 
★訪問型サービス 
 ●平成 28年 3月～ 
  介護予防訪問介護相当サービス 
   利用者が自立した生活が出来るよう、ホームヘルパーによる入浴や食事など生活の支援

が受けられます。 
   ※従来予防給付として提供されていた全国一律の介護予防訪問介護が今までのサービス内容はそ

のままで町の事業として実施するようになりました。 

 

 （サービス費用の目安） 週１回程度の利用の場合 12,170円（月額） 
             週 2回程度の利用の場合 24,330 円（月額） 

             週 2回程度を超える利用の場合 38,595円（月額） 

●通所型サービスＣ 
   原則３～４か月の短期間で生活機能を改善するための運動器の機能向上や口腔機能の

向上等のプログラムを行います。 
  

    参加費用：無料 

 

一般介護予防事業     

 
★介護予防のための取組 
保健センターが、地域健康教室（町内 4か所開催）、さわやか健康教室、はつらつ教室、
健診結果説明会、健康づくりサポーター養成講座、スキルアップ研修会等を開催してい
ます。 

 
★介護支援ボランティア制度 
 町内在住の 65歳以上の方が登録し、介護保険施設等でボランティア活動を行うと、その
実績に応じて貯まったポイントは転換交付金と交換することが出来ます。 
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●訪問型サービスＣ 
   保健師やリハビリ専門職等が短期間で日常生活を改善するため個別性の高いアドバイ

スを訪問活動にて行います。 

  
    参加費用：無料 

 

介護保険の介護予防 

サービスが利用できます 

介護予防・日常生活支援総合事業 

基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方でサービスが必要

要支援 1.・2 の判定を受けた方 

介護予防・生活支援サービス事業が利用できます 

65歳以上のすべての方 

一般介護予防事業が 
利用できます 

６５歳以上の方及び要支援認定者 

地域包括支援センターまたは
高齢者支援課に相談します 

要介護（要支援）認定申請をします 

デイサービスまたはホームヘルプサービスのみを利用する 

基本チェックリストを受けます 

要介護 
１～５の方 

非該当の方 要支援 
１・２の方 

チェックリスト
該当者 

自立した生活が 
送れる方 

居宅介護支援事業所が 

ケアプランを作成します 

地域包括支援センタ

ー等が介護予防ケア

プランを作成します 

介護予防ケアマネジメント 
地域包括支援センター等が、本人や家族

と話し合い、ケアプランを作成します 

介護保険の介護サービス

が利用できます 

いいえ または 
明らかに要介護状態の場合 

はい または  
分からない 


